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研究要旨 
受動喫煙防止のための法規制として、2020 年に改正健康増進法が全面施行された。この改正は、そ

れまでの努力義務から罰則付きの規制となった点、健康被害の防止のために公共の場所を禁煙とする原

則が導入された点で大きな進歩となった。一方、経過措置という形で多くの例外規定が設けられ、法の

目的である受動喫煙防止が完全には実現していない。本研究は、改正健康増進法の課題を抽出し、改善

策を政策分析シートの形でまとめることを目的とした。改正健康増進法施行後の科学的証拠や実態調査

に基づいて、以下の課題を抽出した①「喫煙目的施設」が違法に運用されている、②「喫煙目的施設」

の基準が不明確である、③加熱式たばこの受動喫煙が防止できない、④事務所や工場などの職場におい

て喫煙室の設置が認められている、⑤住居の近隣からの受動喫煙を防ぐ規定が不十分、⑥20 歳未満の者

の保護のための罰則がない。これらの改善のために、改正健康増進法および関連規定の見直し、法の順

守状況をモニタリングするための体制整備など、取り組むべき方策を合わせてとりまとめた。改正健康

増進法は施行後 5 年で見直しを検討することになっている。これを機会に、受動喫煙をより実効的に防

止するために必要な見直しを行い、たばこ規制枠組条約に沿った公共の場所の全面禁煙を目指すべきで

ある。 
 
A．研究目的 
2020 年に全面施行された改正健康増進法は、健康

被害の防止のために公共の場所を禁煙とする原則

が導入された点、それまでの努力義務から罰則（過

料）付きの規制となった点で大きな前進となった。

一方、経過措置という形で多くの例外規定が設け

られている。改正健康増進法は施行後 5 年で見直

しを検討することになっており、施行後に加熱式

たばこの健康影響などについては徐々に科学的エ

ビデンスも蓄積してきている 1。本研究は、改正健

康増進法の課題を抽出し、改善のための方策を政

策分析シートの形でまとめることを目的とした。 
 

 
B．研究方法 

改正健康増進法の課題と改善策の検討のために、

本研究班および前身の厚生労働科学研究費補助金

研究班（2010～2013 年度「発がんリスクの低減に

資する効果的な禁煙推進のための環境整備と支援

方策の開発ならびに普及のための制度化に関する

研究」、2013～2015 年度「たばこ規制枠組み条約

を踏まえたたばこ対策に係る総合的研究」、2016
～2018 年度「受動喫煙防止等のたばこ対策の推進

に関する研究」、2019～2021 年度「受動喫煙防止

等のたばこ政策のインパクト・アセスメントに関

する研究」）および関連研究成果、同研究班がこれ

まで作成したたばこ対策の推進に役立つ政策分析

シート 
（ https://kennet.mhlw.go.jp/information/inform
ation/tobacco/t-04-005）、国民健康・栄養調査、職
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場における受動喫煙防止対策に係る調査などの公

的調査から情報を抽出した。抽出した情報から再

分類を行い、現行の改正健康増進法の体系におけ

る位置づけを整理した。なお、情報の抽出におい

て、研究成果あるいは調査結果として引用可能な

ものに限定する方針をとった。したがって、本研

究班で実施した今年度の調査結果は含めなかった。 
 抽出した情報を、全 2 ページの政策分析シート

の形にとりまとめた。政策分析シートの構成は、

上記前身の研究班が作成した政策分析シートに沿

って、 
Key Fact 
1. これまでの経緯は？ 
2. 現状はどうか？（問題点のリスト） 
3. 取り組むべきことは何か 
4. 期待される成果は？ 
5. よくある疑問についての Q＆A 
（文献） 
ととした。政策分析シートに含める内容は、個別

の研究成果よりも、政策立案者や国民にわかりや

すい内容を優先して選定した。政策分析シートの

原案は本研究分担者（片野田）が作成し、他の研

究分担者（岡本、中村）および本研究班全体のメ

ンバーで合意形成を行い、最終案としてまとめた。 
 
C．研究結果 
 図 1 に改正健康増進法の現状と課題についてと

りまとめた政策分析シートを示す。Key Fact とし

て、現行の改正健康増進法は経過措置があり、特

に「喫煙目的施設」において喫煙を主目的として

いない施設の運用がある点、改正健康増進法は加

熱式たばこが経過措置とされているが、加熱式た

ばこでも受動喫煙が生じる科学的証拠が蓄積して

いる点、法の目的である受動喫煙の防止のために、

改正健康増進法の経過措置をなくし、たばこ規制

枠組条約に沿った公共の場所の全面禁煙を実現す

べきである点を挙げた。 
現状については、公的調査である国民健康・栄

養調査の年次推移データを用いて、一定の改善が

認められているものの、飲食店および職場で受動

喫煙曝露がある（それぞれ 16.0%、17.0%）ことを

示した。 
改正健康増進法の課題については、①「喫煙を

主目的でない「喫煙目的施設」施設の運用がある、

②「喫煙目的施設」の基準が不明確である、③加

熱式たばこの受動喫煙防止措置が不十分である、

④事務所や工場などの職場において喫煙室の設置

が認められている、⑤住居の近隣からの受動喫煙

を防ぐ規定が不十分、⑥20 歳未満の者の保護のた

めの罰則がない、の 6 点を指摘し、それらを改善

するための方策を列記した。期待される成果とし

ては、これまでの受動喫煙防止の法制化の効果の

科学的エビデンスに基づき、受動喫煙曝露の減少

と受動喫煙によって引き起こされる疾病負荷の減

少とした。よくある疑問と反論については、これ

までのファクトシートを踏襲した内容とした。 
 
D．考察 
 本研究では、2020 年に全面施行された改正健康

増進法の課題と解決のための方策を政策分析シー

トとしてまとめた。改正健康増進法では第一種施

設（行政機関、医療施設、保育・教育施設など）

を原則敷地内禁煙、第二種施設（飲食店、職場、

事業所など）を原則屋内禁煙としている。今回の

政策分析シートに記載した問題点は主に第二種施

設に関するものだが、議会棟で屋内喫煙可能場所

があるなどその他の施設でも課題は残っている。

飲食店の受動喫煙について改正健康増進法施行前

後の変化を調べた研究では、食事のみを提供する

飲食店に比べて、酒類を提供する飲食店の方が全

面禁煙の割合が低いという結果が一致して出され

ている 2, 3。職場の受動喫煙に関しては、労働安

全衛生調査（実態調査）において事業所規模が小

さいほど受動喫煙ありと答える労働者の割合が高

い傾向がある 4。政策分析シートでは、より優先

的に対処すべき課題として「喫煙目的施設」、職域
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全体、および「車両内」を特記する形としたが、

第一種施設、第二種施設とも、これら以外にも受

動喫煙対策を強化すべき部分がある点に注意が必

要である。 
 国の法律に加えて、兵庫県など自治体の条例で

も見直しの議論が始まっているところがある。今

回政策分析シートで示した問題点と改善のための

方策は、改正健康増進法だけでなく条例の見直し

においても同様に検討されるべきだと考えられる。

改正健康増進法、条例いずれの見直しにおいても、

研究グループだけでなく、学術団体やメディアな

ど多様な関係者の議論に広めていくことが求めら

れる。 
 
E．結論 
 改正健康増進法の見直しを踏まえて、現行法の

課題と改善のための方策を政策分析シートとして

まとめた。 
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図 1 改正健康増進法の現状と課題政策分析シート 
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	本研究では、改正健康増進法全面施行後の飲食店での受動喫煙防止対策の実施状況を評価し、コンプライアンス向上のための課題抽出を行うため、１）～３）を実施した。
	１）飲食店民間データベース調査では、2024年5月、9月、12月の3時点で調査を行い、都道府県別の禁煙店舗割合を算出した。改正健康増進法全面施行前と比べて、禁煙飲食店割合の都道府県間格差は縮小したことが確認された。
	２）飲食店経営者への郵送調査を実施した。喫煙可能飲食店において、20歳未満の来客時に区画に寄らず案内する店舗があること、店舗外の喫煙ルール標示が3割以上で実施されていないことから、改正健康増進法の順守が十分に徹底されていないことが明らかとなった。
	３）自治体における飲食店等の受動喫煙防止対策の促進の取組状況の調査を実施した。受動喫煙防止対策の促進に有効な可能性があることを昨年度報告した飲食店営業許可申請時の情報提供や喫煙ルール確認などはあまり実施されていないことが確認された。
	１）飲食店民間データベース調査
	2024年5月、9月、12月に飲食店民間データベースより抽出された店舗数はそれぞれ858,190店舗、858,417店舗、862,592店舗であった。
	都道府県別の禁煙店舗割合は、表1に示した通りであった。禁煙店舗割合の高い都道府県は滋賀県72.1%（+32.5ポイント）、島根県71.8%（+29.7ポイント）、愛知県71.5%（+26.7ポイント）、長野県71.4%（+22.9ポイント）、三重県70.9%（+27.8ポイント）であり、禁煙店舗割合が低い都道府県は大阪府54.4%（+27.2ポイント）、高知県56.6%（+30.2ポイント）、長崎県57.9%（+25.4ポイント）、兵庫県60.2%（+24.7ポイント）、岩手県60.3%（+22....
	２）飲食店における受動喫煙防止対策実施状況調査
	飲食店の客席面積はいずれの業態でも100m2以下の店舗が90%以上であった（表２－１）。禁煙飲食店の割合は居酒屋・ビアホールで55.3%、バー・キャバレー・ナイトクラブ・スナックで35.4%、喫茶店で83.8%、それ以外の食堂・レストラン等で88.8%であった。各業態内における法令順守していない可能性のある店舗の割合は5%未満であった。喫煙可能店舗における業態別の喫煙環境については表２－２に示した通りであった。20歳未満の来客を区画によらず案内する店舗は5.8%～44.7%と業態による差が大きかった。
	喫煙目的施設に該当すると回答した店舗は12.0%～35.8%であった。喫煙ルールを店舗外に表示している店舗は25.2%～62.3%と業態による差が大きかった。75％以上の店舗で5年以内に禁煙化、喫煙専用室設置の予定がなかった。
	経営主体別の集計では、大企業、中小企業、個人事業主の順に客席面積が小さい店舗が多く、禁煙店舗の割合も少なかった（表２－３）。各経営主体内に占める法令順守していない可能性のある店舗の割合は2%未満であった。喫煙可能店舗における経営主体別の喫煙環境については表２－４に示した通りであった。大企業ではすべてで喫煙専用室を設置しているが、中小企業、個人事業主では喫煙可能室の割合が大きかった。20歳未満の来客を区画によらず案内する店舗は個人事業主で23.9%、中小企業で18.7%、大企業で57.1%であった。...
	３）自治体における飲食店の受動喫煙防止対策促進の取り組み状況調査
	2019年度衛生行政報告例において、報告されている飲食店営業許可施設数（一般食堂・レストラン等、自動販売機を除く喫茶店）は770,550店舗であった（表３－１）。喫煙可能室設置届出数は2019年度以前が最も多く66,737店舗であり、2020年度も51,704店舗であったが、以降は大きく減少していた。喫煙可能室設置届出の要件確認として、客席面積を確認していたのは都道府県平均で35.2%、資本金を確認していたのは都道府県平均で24.4%であった。
	喫煙目的施設は72.3%で把握していなかった（表３－２）。指導上の課題として、定義が曖昧であること、違法状態の確認ができないことが多かった。喫煙目的施設への指導に必要な情報として、たばこ販売許可、提供サービス、食事の提供内容の順に多かった。飲食店営業許可申請時の取組状況が実施されていない割合は、喫煙ルールの確認は71.9%、情報提供は54.2%、現況確認時の各種確認は84.7%であった（表３－３）。飲食店の見回りは81.0%で一度も実施されていなかった（表３－４）。飲食店の受動喫煙防止対策に関して...
	飲食店以外の第二種施設に対して、住民からの苦情・相談が多いのは、事務所・工場が最も多く、続いて娯楽施設が多かった（表３－５）。第一種施設に対する住民からの苦情・相談では、行政機関の庁舎が最も多く、病院・診療所が次に多かった（表３－６）。
	受動喫煙防止対策の現在の周知状況として、保健所内でのポスター掲示が最も多く、都道府県庁舎・市庁舎内でのポスター掲示、飲食店へのリーフレット等の配布、都道府県ホームページでの掲載が続いた（表３－７）。その他として、飲食店関係者の講習会や会報での周知が多かった。
	１）飲食店民間データベース調査
	改正健康増進法全面施行による変化に都道府県間での差があることが認められたが、全体としては都道府県間の格差縮小につながっていると考えられる。しかし、依然として地域間格差が大きいことから、モニタリングを継続するとともに、地域差を縮小するための取組が必要である。
	飲食店における受動喫煙防止対策のさらなる推進のために、自治体によるその促進の取組状況と飲食店禁煙化の進捗状況を組み合わせて集計することにより、飲食店における受動喫煙防止対策を促進する効果的な施策を明らかにすることが必要である。
	２）飲食店における受動喫煙防止対策実施状況調査
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